
第１号様式（第２条関係） 

墓 所 使 用 許 可 申 請 書                 

年  月  日  

 

 須賀川市長  

 

本 籍              
（区画墓所の場合のみ）                

 

住 所              

申請者                  

氏 名              

              

電話番号              
 

 下記のとおり須賀川市市営墓地 区画・樹木葬 墓所を使用したいので申請します。 

 墓所の使用にあたっては、関係条例及び規則等を遵守することを誓約します。 

使 用 墓 地  

区

画

墓

所 

使 用 場 所 

区 域 

第     区     号 

使 用 面 積 平方メートル   

樹

木

葬

墓

所 

埋蔵予定者 

氏 名 
 

申 請 者 

と の 関 係 
 

□ 焼骨 

□ 生前 

添 付 書 類  

備 考  

 



墓所使用許可申請に関する誓約書 

（宛先）須賀川市長 

 

 墓所使用許可申請にあたり、下記の対象事項について誓約いたします。  

区

分 
対象事項 

チェック欄 
（✓印を記入） 

共
通 

申請にあたっては、親族等の同意を得ています。使用許可日以降に親

族等で争いが生じた場合は、使用者の責任で解決し、市に対して一切

の迷惑をかけません。 
□ 

須賀川市市営墓地条例及び同条例施行規則に定められた規定に違反

したときは、使用許可を取り消されることに異議ありません。 
□ 

墓参り等の際に使用した献花やお供え物は持ち帰ります。 □ 

区
画
墓
所 

市営墓地樹木葬墓所の使用許可申請はしません。 

※区画墓所と樹木葬墓所の重複使用不可 
□ 

区画内は定期的に適正に管理します。 □ 
区画を返還するときは、原状に回復して返還します。 □ 
使用許可日から３年以内に未使用の区画を返還した場合を除き、納付

した使用料及び管理料が還付されないことに異議ありません。 

※使用許可日から３年以内の未使用区画の返還は８割還付 
□ 

樹
木
葬
墓
所 

市営墓地区画墓所の使用許可申請はしません。 

※区画墓所と樹木葬墓所の重複使用不可 
□ 

区画墓所の承継者にはなりません。 □ 
埋蔵した焼骨の返還・改葬・分骨はしません。 □ 
埋蔵予定者が変更できないことに異議ありません。 □ 
焼骨の埋蔵が不要となり使用権を返還した場合でも、納付した使用料

が還付されないことに異議ありません。 
□ 

焼骨の引渡しについては、市の指示に従います。 

※指定日に受付所（墓地公園の東側駐車場脇）で引渡し 
□ 

埋蔵作業は市に一任し、遺族が立会いできないことに異議ありません。 □ 
埋蔵位置は市が指定し、その位置が公表されないことに異議ありませ

ん。 
□ 

【生前申請のみ】申請者の死亡後に、その焼骨が樹木葬墓所に埋蔵され

るよう、申請者の責任において、あらかじめ必要な措置を講じます。 
□ 

 

令和   年   月   日 

住所                                

 

氏名                             ㊞  

   ※自署の場合は押印不要 

 

申請者 



 

第１号様式（第２条関係） 

墓 所 使 用 許 可 申 請 書                 

〇年 〇月 〇日  

 

 須賀川市長  

 

本 籍 須賀川市八幡町１３５   
（区画墓所の場合のみ）                

 

住 所 須賀川市八幡町１３５   

申請者                  

氏 名 須賀川 太郎       

              

電話番号 ０２４8－７５－１１１１  
 

 下記のとおり須賀川市市営墓地 区画・樹木葬 墓所を使用したいので申請します。 

 墓所の使用にあたっては、関係条例及び規則等を遵守することを誓約します。 

使 用 墓 地 墓地公園 

区

画

墓

所 
使 用 場 所 

〇 〇 区 域 

第     区     号 

使 用 面 積 〇  平方メートル   

樹

木

葬

墓

所 

埋蔵予定者 

氏 名 
 

申 請 者 

と の 関 係 
 

□ 焼骨 

□ 生前 

添 付 書 類 住民票（本籍記載あり） 

備 考  

記入例 

（区画墓所） 



 

第１号様式（第２条関係） 

墓 所 使 用 許 可 申 請 書                 

〇年 〇月 〇日  

 

 須賀川市長  

 

本 籍              
（区画墓所の場合のみ）                

 

住 所 須賀川市八幡町１３５   

申請者                  

氏 名 須賀川 太郎       

              

電話番号 ０２４8－７５－１１１１  
 

 下記のとおり須賀川市市営墓地 区画・樹木葬 墓所を使用したいので申請します。 

 墓所の使用にあたっては、関係条例及び規則等を遵守することを誓約します。 

使 用 墓 地 墓地公園 

区

画

墓

所 
使 用 場 所 

   区 域 

第     区     号 

使 用 面 積   平方メートル   

樹

木

葬

墓

所 

埋蔵予定者 

氏 名 
須賀川 太郎 

申 請 者 

と の 関 係 
本人 

□ 焼骨 

☑ 生前 

添 付 書 類 住民票 

備 考  

記入例 

（樹木葬墓所） 



墓所使用許可申請に関する誓約書 

（宛先）須賀川市長 

 

 墓所使用許可申請にあたり、下記の対象事項について誓約いたします。  

区

分 
対象事項 

チェック欄 
（✓印を記入） 

共
通 

申請にあたっては、親族等の同意を得ています。使用許可日以降に親

族等で争いが生じた場合は、使用者の責任で解決し、市に対して一切

の迷惑をかけません。 

☑ 

須賀川市市営墓地条例及び同条例施行規則に定められた規定に違反

したときは、使用許可を取り消されることに異議ありません。 
☑ 

墓参り等の際に使用した献花やお供え物は持ち帰ります。 ☑ 

区
画
墓
所 

市営墓地樹木葬墓所の使用許可申請はしません。 

※区画墓所と樹木葬墓所の重複使用不可 
☑ 

区画内は定期的に適正に管理します。 ☑ 
区画を返還するときは、原状に回復して返還します。 ☑ 
使用許可日から３年以内に未使用の区画を返還した場合を除き、納付

した使用料及び管理料が還付されないことに異議ありません。 

※使用許可日から３年以内の未使用区画の返還は８割還付 

☑ 

樹
木
葬
墓
所 

市営墓地区画墓所の使用許可申請はしません。 

※区画墓所と樹木葬墓所の重複使用不可 
□ 

区画墓所の承継者にはなりません。 □ 
埋蔵した焼骨の返還・改葬・分骨はしません。 □ 
埋蔵予定者が変更できないことに異議ありません。 □ 
焼骨の埋蔵が不要となり使用権を返還した場合でも、納付した使用料

が還付されないことに異議ありません。 
□ 

焼骨の引渡しについては、市の指示に従います。 

※指定日に受付所（墓地公園の東側駐車場脇）で引渡し 
□ 

埋蔵作業は市に一任し、遺族が立会いできないことに異議ありません。 □ 
埋蔵位置は市が指定し、その位置が公表されないことに異議ありませ

ん。 
□ 

【生前申請のみ】申請者の死亡後に、その焼骨が樹木葬墓所に埋蔵され

るよう、申請者の責任において、あらかじめ必要な措置を講じます。 
□ 

 

令和 〇 年 〇 月 〇 日 

住所   須賀川市八幡町１３５               

 

氏名   須賀川 太郎                 ㊞  

   ※自署の場合は押印不要 

申請者 

記入例 

（区画墓所） 



墓所使用許可申請に関する誓約書 

（宛先）須賀川市長 

 

 墓所使用許可申請にあたり、下記の対象事項について誓約いたします。  

区

分 
対象事項 

チェック欄 
（✓印を記入） 

共
通 

申請にあたっては、親族等の同意を得ています。使用許可日以降に親

族等で争いが生じた場合は、使用者の責任で解決し、市に対して一切

の迷惑をかけません。 

☑ 

須賀川市市営墓地条例及び同条例施行規則に定められた規定に違反

したときは、使用許可を取り消されることに異議ありません。 
☑ 

墓参り等の際に使用した献花やお供え物は持ち帰ります。 ☑ 

区
画
墓
所 

市営墓地樹木葬墓所の使用許可申請はしません。 

※区画墓所と樹木葬墓所の重複使用不可 
□ 

区画内は定期的に適正に管理します。 □ 
区画を返還するときは、原状に回復して返還します。 □ 
使用許可日から３年以内に未使用の区画を返還した場合を除き、納付

した使用料及び管理料が還付されないことに異議ありません。 

※使用許可日から３年以内の未使用区画の返還は８割還付 

□ 

樹
木
葬
墓
所 

市営墓地区画墓所の使用許可申請はしません。 

※区画墓所と樹木葬墓所の重複使用不可 
☑ 

区画墓所の承継者にはなりません。 ☑ 
埋蔵した焼骨の返還・改葬・分骨はしません。 ☑ 
埋蔵予定者が変更できないことに異議ありません。 ☑ 
焼骨の埋蔵が不要となり使用権を返還した場合でも、納付した使用料

が還付されないことに異議ありません。 
☑ 

焼骨の引渡しについては、市の指示に従います。 

※指定日に受付所（墓地公園の東側駐車場脇）で引渡し 
☑ 

埋蔵作業は市に一任し、遺族が立会いできないことに異議ありません。 ☑ 
埋蔵位置は市が指定し、その位置が公表されないことに異議ありませ

ん。 
☑ 

【生前申請のみ】申請者の死亡後に、その焼骨が樹木葬墓所に埋蔵され

るよう、申請者の責任において、あらかじめ必要な措置を講じます。 
☑ 

 

令和 〇 年 〇 月 〇 日 

住所   須賀川市八幡町１３５               

 

氏名   須賀川 太郎                 ㊞  

   ※自署の場合は押印不要 

 

申請者 

記入例 

（樹木葬墓所） 


